
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年７月１０日      

                        運輸安全委員会（海事部会）議決 

                         委 員 長  後 藤 昇 弘 

委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  石 川 敏 行 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 釣り客死亡 

発生日時 平成２６年３月９日（日） １２時００分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市仏
ほとけ

鼻付近 

 長崎市所在の能瀬
の う せ

灯標から真方位３３８°２,３００ｍ付近 

（概位 北緯３２°４９.４′ 東経１２９°４３.３′） 

船舶事故の概要 瀬渡船釣
つり

潮
しお

丸は、操縦者が１人で乗り組み、長崎県長崎市仏鼻の岩

場で釣り客の瀬渡し作業中、岩場から同船に移乗しようとしていた釣

り客１人が、平成２６年３月９日１２時００分ごろ同船の乗降用タラ

ップから落水し、死亡した。 

事故調査の経過 平成２６年３月９日、本事故の調査を担当する主管調査官ほか１人

の船舶事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌr×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

瀬渡船 釣潮丸、４.５トン  

ＮＳ３－５０１５２７（漁船登録番号）、個人所有 

１０.９９ｍ×２.６４ｍ×０.９３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２７９.４９kＷ、昭和５７年１１月１０日 

第２９２－３０２１１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 操縦者 男性 ４７歳 

一級小型船舶操縦士・特定 

免 許登録日 平成２０年３月１９日 

平成２６年２月９日をもって失効していた。 

釣り客 男性 ４０歳 

 死傷者等 死亡 １人（釣り客） 

 損傷 なし 

 事故の経過  瀬渡船釣潮丸（以下「本船」という。）は、操縦者が、１人で乗り

組み、本船の常連客であった釣り客１人（以下「本件釣り客」とい

う。）を乗せるため、仏鼻の岩場へ船首に装備の乗降用タラップ（以

下「本件タラップ」という。）の先端を押し付けていた。 

本件釣り客は、釣り用の防寒着の上下及び救命胴衣を着用し、磯靴

を履いており、左手に釣り竿
ざお

及び餌箱を、右手にクーラーボックスを
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それぞれ持ち、本件タラップに向かって左斜めから近づいた。 

本件釣り客は、平成２６年３月９日１２時００分ごろ、クーラーボ

ックスを前方に持ちながら、本件タラップに乗り込もうとしていたと

き、釣り竿及び餌箱を持った左腕が向かって左側のハンドレールに当

たり、体勢が左方向に崩れた際、クーラーボックスを放した右手で一

旦は左側のハンドレールをつかんだものの、右舷船首下の海面に落水

した。 

（写真１参照、現場調査時に状況を模擬的に撮影） 

 

 

 

 

 

 

 操縦者は、本船を約１０ｍ後方に下げ、船首方を見たところ、本件

釣り客が両腕をバタバタさせて仏鼻の岩場にはい上がろうとしていた

ので、泳げないのかもしれないと思い、念のために救命浮環を投げ

た。 

操縦者は、本件釣り客が救命浮環につかまったことを見て溺れる虞

がなくなったと思い、周囲に他船がおらず、独力で本船に引き上げる

ことができないので、すぐに戻るからと大声で伝えたところ、うなず

いたように見え、本件釣り客の後に本船に乗せる予定であった常連の

釣り客３人に救助を手伝ってもらおうと思い、約３００ｍ離れた瀬に

向かい、３人を乗せて仏鼻の岩場に戻った。 

本件釣り客は、救命浮環に右腕を通し、顔を仏鼻の岩場に向けて浮

いており、呼び掛けに応じて顔を本船側に向け、釣り客３人が船首か

ら投げたロープにつかまろうとしたが、つかむことができなくなって

いた。 

（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

本件釣り客は、本船のボートフック（鉤
かぎ

付きの長い棒）で本船の船

首方から右舷側方に手繰り寄せられ、１２時２０分ごろ本船に引き上

げられたときには呼吸をしていなかった。 

操縦者は、海上保安庁への連絡及び救急車の手配を行い、釣り客３

写真２ 救助前の状況 

写真１ 乗り込み状況 
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人が交替で本件釣り客に心肺蘇生術を施しながら、本船は、病院がす

ぐ近くにある仏鼻の岩場の北側の長崎市黒崎港に向かった。 

本件釣り客は、１２時３０分ごろ病院に搬送されたが、死亡が確認

され、死因が溺水と検案された。 

（付図１ 事故発生場所 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風速 約５～６m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５～１.０ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

海水温度 約１７～１８℃ 

 その他の事項 

 

本件タラップの通路部は、ステンレス鋼製であり、Ｌ字鋼の溶接構

造の枠（幅約８５０㎜、長さ約３.８ｍ）及びグレーチングで構成さ

れ、船首甲板にピン軸受で固定され、可動できるようになっており、

海面からの高さが、先端で約１.２ｍ、船首部で約１.８ｍであった。

本件タラップ先端には、岩場等との緩衝材として直径約６３０㎜、

厚さ約２８０㎜の古タイヤ１本が取り付けられていた。 

本件タラップのハンドレールは、ステンレス鋼製の直径約３４㎜の

丸棒が支持棒として使用されており、通路部の先端から約５００㎜を

始点にピン軸受部まで、高さ約７９０㎜の支持棒が、通路の左右に間

隔約８１０㎜で溶接付けされていた。 

本件タラップは、波浪の頂点付近で本件タラップ先端を岩場に押し

付ければ、船体が波浪で上下動しても、ピン軸受部で可動し、船首部

が本件タラップを跳ね上げることがなく、本件タラップ先端が岩場か

ら離れる動きが抑えられるので、船首部を直接岩場に押し付ける瀬渡

船と比較し、釣り客がより乗降しやすいものであった。 

（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

操縦者は、本件釣り客を本船に乗り込ませるため、ふだんどおり、

機関を前進にして出力を調整しながら、船体が波浪の頂点付近で本件

タラップ先端を仏鼻の岩場に押し付け、本件タラップは多少の上下動

があった。 

操縦者は、本件釣り客に対し、両手に荷物を持たず、少なくとも片

手を空けてハンドレールをつかむなどの安全な姿勢を確保して乗り込

むようにとの指示をしていなかった。 

本件釣り客は、泳ぎはそれほど得意ではなかったものの、持病等が

写真３ 本件タラップ 

の据付状況 

ピン軸受部 ハンドレール
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なく、健康状態は良好であった。 

本件釣り客の着用していた救命胴衣は、７.５㎏の浮力を有するフ

ローティングベストと称するものであった。 

（写真４参照） 

 

 

 

 

 

 

本事故当時の海水温度に対する生存可能時間は、「国際航空海上捜

索救助マニュアル」によれば、６時間以上１２時間未満であった。 

本件釣り客は、搬送された病院で検視が行われ、左手中指の爪が剝

がれており、頭部、顔面等には外傷がなかったものの、肺の約２／３

に水が入っていたことが確認された。 

釣り客３人は、いずれも操縦者から本件釣り客の後にすぐに迎えに

来るからと言われて帰り支度をしており、本件釣り客が落水した状況

を目撃していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

不明 

あり 

(1) 本件釣り客の死因は、溺水であった。 

(2) 本船は、仏鼻の岩場で釣り客の瀬渡し作業中、本件釣り客が、

釣り道具等の荷物で両手が塞がった状態で本件タラップから本船

に乗り込もうとしたことから、釣り竿及び餌箱を持った左腕が向

かって左側のハンドレールに当たり、体勢が左方向に崩れた際、

クーラーボックスを放した右手で一旦は左側のハンドレールをつ

かんだものの、体を支え切れず、落水したものと考えられる。 

(3) 本件釣り客は、操縦者が、両手に荷物を持たず、少なくとも片

手を空けてハンドレールをつかむなどの安全な姿勢を確保して乗

り込むようにとの指示をしていなかったこと、及び本件タラップ

に向かって左斜めから近づき、両手が塞がった状態で乗り込もう

としたことから、釣り竿及び餌箱を持った左腕が向かって左側の

ハンドレールに当たり、体勢が左方向に崩れ、落水に至った可能

性があると考えられる。 

(4) 本件釣り客は、救命胴衣を適切に着用し、操縦者が投げた救命

浮環につかまって溺れる虞がなくなっており、釣り客３人の応援

を得て落水から約２０分後に救助されたが、落水時に誤嚥
ご え ん

したこ

とから、溺水した可能性があると考えられる。 

写真４ 本件釣り客が 

着用していた救命胴衣 
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(5) 操縦者は、操縦免許証が失効していたことから、小型船舶操縦

士として本船に乗船してはならず、船舶所有者は、有効な操縦免

許証を有する小型船舶操縦士を本船に乗船させなければならなか

った。 

原因  本事故は、本船が仏鼻の岩場で釣り客の瀬渡し作業中、本件釣り客

が、釣り道具等の荷物で両手が塞がった状態で本件タラップから本船

に乗り込もうとしたため、釣り竿及び餌箱を持った左腕が向かって左

側のハンドレールに当たり、体勢が左方向に崩れた際、クーラーボッ

クスを放した右手で一旦は左側のハンドレールをつかんだものの、体

を支え切れず、落水したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 本船は、本事故後、釣り客が落水した場合に備え、釣り客が自力で

本船に上がれるようにステンレス鋼製の梯子
は し ご

を搭載したほか、瀬渡し

作業中にも釣り客に指示できるようにハンズフリーマイクを装備し、

乗船前の釣り客に対し、以下のことを注意喚起するようにした。 

・タラップで乗下船する際、両手に荷物を持たず、少なくとも片手

は空け、ハンドレールを持つこと。 

・タラップの幅が狭いので、荷物を横に持たず、荷物と体が移動方

向に一直線になるようにしてタラップ正面から乗り込むこと。 

・落水した場合は、慌てて泳ごうとせず、仰向けの状態で呼吸を確

保して救助を待つこと。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・タラップ付き瀬渡船の船長は、釣り客をタラップで乗降させる

際、釣り客に対し、両手が荷物で塞がった状態を避け、少なくと

も片手は空け、ハンドレールを持つなどの安全な姿勢を確保して

乗降するように指導すること。 
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付図１ 事故発生場所 

 

 

 

         

事故発生場所 

（平成 26 年 3 月 9日 12 時 00 分ごろ発生） 
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